
 

災害対策特別貸付け 

 

１ 目的 

  東日本大震災を原因とする長引く風評被害や消費の落ち込みにより、支障が生じるおそ

れがある市場の代金決済機能について、卸売業者や代払機関に対して東京都が一時的に資

金を無利子で貸し付け、その機能を維持することで、市場から支払を受ける産地を保護す

るとともに、都民への生鮮食料品等の安定供給を図ることを目的とする。 

 

２ 概要 

 

（１）対 象 者   卸売業者（水産・花き）及び代払機関（青果・食肉）（※） 

 （２）融 資 枠   対象者の年間取扱金額の０．５％に相当する金額 

             ただし、５億円を上限とする。 

 （３）融 資 規 模   ６０億円 

 （４）貸 付 期 間   平成２５年２月２８日まで 

 （５）利 子   無利子 

 （６）受 付 期 間     平成２３年１１月１日から平成２３年１２月２７日まで 

 

 

 ※代払機関とは、卸売業者の産地への代金支払を確実にするために、仲卸業者・売買参加

者の組合が代金を取りまとめの上、各卸売業者に支払を行う機関。 

 

 

（産地への代金支払の流れと特別貸付けの位置づけ） 
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